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保健医療分野におけるジェンダー主流化のための手引き 

 

JICA は開発事業におけるジェンダー主流化を通じて、ジェンダー平等と女性のエンパワメントの実

現を目指している。開発事業におけるジェンダー主流化とは、事業のすべての段階（計画、実施、モ

ニタリング・評価）にジェンダー平等と女性のエンパワメントを推進する視点を取り込み、実践する

ことを指す。この開発事業におけるジェンダー主流化は、特定の性に偏ることなく様々な人々の課題

やニーズに対応し、その事業効果を高めるとともに、人が性別にとらわれず能力を発揮できる社会の

実現に貢献するものである。保健医療分野においては、事業にジェンダー視点を取り入れることで、

保健医療サービスがジェンダーにかかわらずより多くの人々に利用可能なものとなり、ひいてはすべ

ての人の健康の実現が期待される。 

 

ジェンダーとは、社会的・文化的に構築された性別を指す。私たちの多くの社会は、人間

を生物学的な要素に基づいて「男性」と「女性」に分類するだけでなく、それぞれに特定

の価値を与え、それぞれの役割や行動を固定化してきている。このように、生物学的な

「性別」だけではなく、「男だから」「女だから」と、ある性別を特定の役割に結び付けた

り、ある行動の原因をその人の性別に求めたりするような考え方に基づいて分類された性

別をジェンダーと言う。 

 

ジェンダーの視点（またはジェンダー視点）とは、政策や施策、制度、組織を含め、社会

における男性と女性の社会的な役割の違いや力関係によって生じるジェンダー課題やニー

ズ、インパクトに着目する視点である。開発事業においては、受益対象に対して性別にか

かわらず平等に事業効果を届けるために不可欠な視点である。 

 

本手引きの目的 

本手引きは、JICA 事業関係者の執務参考資料として、保健医療分野におけるジェンダー課題、ジェ

ンダー主流化の重要性、事業サイクルの各段階におけるジェンダー視点に立った取組方法を紹介する

ものであるi。特に JICA の事業戦略や優先取組課題に基づき、以下の 3 つの小分野を中心に記す。

① 母子保健やセクシュアル・リプロダクティブ・ヘルスの推進：母子保健サービスの改善、母子継続

ケアの推進、母子手帳の普及など 

② 感染症対策の強化：感染症対策としての検査・サーベイランス・研究体制の強化、診断・治療体制

の構築・強化、感染症の予防・啓発活動の強化、住民への保健医療サービス改善、COVID-19 対応

など 

③ ユニバーサル・ヘルス・カバレッジの推進：基礎的保健医療サービスへのアクセス改善、医療保障

制度、非感染性疾患・高齢化対策など 

  

 
i 本手引きでは、ジェンダー平等と共に女性のエンパワメントを促進するという観点から、性差別構造によって女性が直

面しているジェンダー課題や、それらを解決するための取組を明示している箇所がある。しかしながら、男性やその他

のジェンダーの人々を巻き込み、また国や地域、分野によっては、性差別構造を変えるべく男性やその他のジェンダー

の人々が抱えるジェンダー課題を解決するための取組も同様に重要である。 
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本手引きの活用方法 

⚫ 第 1 章：本分野における主なジェンダー課題とその要因を理解する。 ............................................3 

⚫ 第 2 章：本分野におけるジェンダー主流化の重要性について理解する。 .........................................8 

⚫ 第 3 章：本分野におけるジェンダー視点に立った事業の計画、実施、モニタリング・評価を 

ステップ別に理解する。 .................................................................................................................. 12 

➢ Step 1：社会・ジェンダー分析の実施 ................................................................................... 13 

➢ Step 2：ジェンダー課題の解決に向けた取組案と計画の策定 ............................................... 17 

➢ Step 3：ジェンダー指標の設定 .............................................................................................. 23 

➢ Step 4：ジェンダーの視点に立った実施・モニタリング ...................................................... 25 

➢ Step 5：ジェンダーの視点に立った評価 ............................................................................... 27 

⚫ 参考資料：本分野におけるジェンダー主流化に関する詳細な情報を確認する。 ........................... 29 
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第 1 章 ジェンダー視点から見る保健医療分野の主な課題と要因 

 

本章では、保健医療分野において把握しておくべき 3 つの主なジェンダー課題を紹介する。各課題

の要因を含む詳細はそれぞれの項目で紹介する。 

(1) 国・地域により妊産婦死亡率が依然高い 

(2) 男性に比べ女性の感染症リスクが高くなる 

(3) 女性が必要とする保健医療サービスを必要な時に受けられない 

 

(1) 【母子保健】：国・地域により、妊産婦死亡率が依然高い 

母子保健分野におけるジェンダー課題は、ジェンダー不平等な社会規範や宗教的な制約による保健

医療サービス（母子継続ケアやセクシュアル・リプロダクティブ・ヘルス/ライツ含む）へのアクセス

の制限、それに起因する妊産婦の低栄養や妊産婦死亡が課題としてあげられる。 

妊産婦死亡率は、質の高い保健医療サービスへのアクセスが難しい国において高くなる1。2000 年時

点で年間 45.1 万人だった世界の妊産婦死亡者数は、2017 年には 29.5 万人に減少するなど全世界的に

改善する傾向だが、アフリカサブサハラ一帯では依然として高水準にある。妊産婦死亡の 95％は低・

中所得国が占めており、そのうち 65％がアフリカ諸国である2（図 1・2 参照）。 

 

  

出典：WHO World Health Statistics 2021 出典：WHO World Health Statistics 2021 

図 1：地域別妊産婦死亡率の推移 図 2：所得グループ別妊産婦死亡率の推移 

 

(1)-1 予防や早期発見・早期治療、継続ケアの阻害 

妊産婦死亡の大きな要因は、妊娠中もしくは産後の合併症だが、そのほとんどが予防や治療が可能

なものであり、適切な保健医療サービスへのアクセスによって防ぐことができるものが多い。予防に

は妊産婦が適切なタイミングで検診を受けることが極めて重要だが、ジェンダーに基づく、物理的・

経済的・社会文化的な制約により、女性が母子保健サービスを利用できない場合があり、妊娠期から

出産後の継続ケアを阻害する要因となっている。物理的な制約の例として、妊産婦が安全に移動でき

る距離に健診や出産を行う医療施設がない場合がある。また、経済的な理由から費用を捻出するのが

難しい場合、世帯内での意思決定権が男性に偏っていると、女性が母子保健サービス利用の経費支出

の許可を得る必要があったり、費用の捻出を嫌がられ、その結果、適切なタイミングで検診などのサ

ービスを受けられない場合がある。 
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また、社会文化的な制限によるアクセスの阻害もある。例えば、女性の単独での外出や医師を含む

他者（特に男性）との身体接触が制限される場合、母子保健サービスの利用そのものが認められない

といったことがある。加えて、女性は男性に比べて、性別役割分担により無償の家事とケア労働に費

やす時間が長く、家庭内における時間的な制約から必要な母子保健サービスに十分にアクセスできな

い場合があるため、医療施設への訪問や、保健医療サービスに関連する情報を得る機会をつくりづら

いという課題もある。その結果、妊娠から出産後までの継続ケアを受ける機会が阻害される場合があ

る。 

 

(1)-2 食料配分の不平等による妊産婦の栄養不良 

家庭内での女性への食料配分の不平等は妊産婦死亡率に影響する。男性優位社会では、家庭内での

食料配分の不平等という課題は特に女性や女児の健康に影響を与えている。例えば、現金収入を得る

男性が家庭内で重要視され、男性に優先的に食事が配分されることで、女性は十分な栄養を摂取でき

ず、慢性的な栄養不良に陥ってしまうことがある。特に季節的な食料不足や飢饉時、災害時において

はその傾向は顕著である3。女性の低栄養は疾病への罹患リスクが高くなり、妊産婦においては妊産婦

死亡率の上昇に影響する4。また、妊産婦のみならず、胎児への影響もある。妊娠前から妊娠期におけ

るエネルギーと鉄などの栄養素摂取量の不足は、胎児の発育にも影響を与えることが危惧されており、

胎児期の発育が不十分な場合には、成人後の肥満や循環器疾患や糖尿病などの生活習慣病のリスクが

高くなると言われている5。 

 

(1)-3 セクシュアル・リプロダクティブ・ヘルス/ライツの阻害による妊産婦死亡率への影響 

セクシュアル・リプロダクティブ・ヘルス/ライツ（Sexual and Reproductive Health and Rights: 

SRHR）の阻害は妊産婦の健康を阻害する要因の一つである。特に多産や出産間隔年数の短さは妊産婦

死亡率の高さに関係する。その対策として性的関係、避妊なども含めた、SRHR の意識や状況改善が

重要である。世界 57カ国で実施した調査では、15～49歳のパートナー関係にある女性のうち、保健医

療サービスの享受、避妊具の使用、性行為の拒否の主に 3つの観点から、性と生殖に関して女性自らが

決定権を有しているのは 55%のみであった6。女性・男性が妊娠・出産に関する正しい知識を学び、健

康状況に応じた適切な対処や家族計画を行えるようになることが重要である。 

 

児童婚や性暴力による望まない妊娠などを原因とする若年出産も、妊産婦死亡率を高める要因であ

る。開発途上国では児童婚を社会的に容認する社会も少なくなく、途上国の 3 分の 1 以上の女性が 18

歳未満で結婚しており、このうち 35％は 15 歳未満の女児である。その結果、年間 730 万人もの 18 歳

未満の女性が出産しており、そのうち 15 歳未満での出産は 200 万人、年間 7 万人の女児が妊娠と出産

に関わる合併症により亡くなっている7。 

若年妊娠は、心身の発達が不十分なことから妊娠中の母体のリスクが高いことに加えて、早産に伴

う出産時の低体重など新生児の健康リスクも伴う。低出生体重児は、体の機能が未成熟であることか

ら、出生後も特別な医療的介入が必要となる場合も多い8。また、若年妊娠をした女性は生涯で出産す

TIPS：セクシュアル・リプロダクティブ・ヘルス/ライツ（性と生殖に関する健康と権利） 

セクシュアル・リプロダクティブ・ヘルス/ライツは、1994 年にエジプトのカイロで開催された国際人口・開発会

議で採択された行動計画で定義された言葉である。女性と男性を含むすべての人々の、生涯にわたる性と生殖に関

する健康について、人々が安全で満ち足りた性生活を営むことができ、子どもを産むか産まないか、いつ何人産む

かを決める自由をもつことを意味する。そのための権利の確立にあたり、意思決定権が男性にある場合は意思決定

に関する意識改革が不可欠である。 
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る子どもの数も多くなり、その結果妊娠出産に関する健康リスクにさらされやすくなる。特に、児童

婚が禁止とされている国で若年妊娠をした場合は、慣行的に児童婚が行われていても法的には禁止さ

れているため、社会的スティグマや医療従事者からの妊娠に関する批判を受けやすい。そのため、そ

うしたスティグマを避けるため、若年妊婦が施設分娩を避けるようになり、未認可の堕胎などに頼る

ケースも多くなるなど、健康リスクが高くなる9。同時に、未認可の堕胎などの安全でない堕胎は、衛

生環境の欠如などにより感染症のリスクを高めることもある。また女性器切除（Female Genital 

Mutilation: FGM）を受けた女性は妊娠出産時に感染症へのリスクが高くなる。アフリカ、中東、アジ

アの 30 カ国において、2 億人以上の女性と女児が FGM を経験しており10、状況が改善されなければ、

2030 年には 460 万人の女児が FGM を経験すると予想されている11。FGM を受けた女性・女児は、排

せつ時や性交渉時、出産時に痛みを感じたり、出血や感染症疾患のリスクが高い。また身体的影響の

みならず、中長期的なトラウマや不安、うつなどの精神面での影響を受けやすい12。 

 

(2) 【感染症対策】：男性に比べ、女性の感染症リスクが高くなる 

女性は男性と比べて次の 3つの理由により感染症のリスクが高い。第一に、女性の方が感染リスクの

高い場面に立ち会いやすい。世界の多くの地域では、固定的な性別役割分担意識のゆえに、女性が家

庭で子どもや高齢者のケア労働を担っている。加えて、世界では、看護師や助産師、コミュニティ・

ヘルスワーカーなどの医療現場の最前線で働く労働者の 70％を女性が占めており、障害者や高齢者向

け福祉施設などで介護やケア労働の従事者の 83％も女性である13（図 3 参照）。その結果、このような

ケアワークに関わる女性や女児が感染症に罹患するリスクが高まる。 

 

 出典： NHWA for 61 countries for nursing data 

図 3：世界各地域における看護師の男女比（2019 年） 

 

第二に、栄養不足によるものである。社会や家庭内で女性の地位が低い場合には、不平等な食料分

配などによる慢性的な栄養不足により健康状態が悪くなり、感染リスクが高まる14。 

第三に、女性たちは感染症のまん延下でさらに脆弱な立場に置かれやすい。男性と比べ、インフォ

ーマルセクターや非正規雇用に従事する割合が多い女性たちは、社会のセーフティネットから排除さ

れている場合が多く15、新型コロナウィルス感染症（COVID-19）のような感染症まん延による経済の

停滞は、女性の生計や雇用に影響するためである。COVID-19 の影響を受けて、収入や雇用機会の減

少・喪失により、生計を立てることが困難になり、医療費の支出を忌避し医療サービスへアクセスし

なくなることは、感染拡大や容体の悪化につながるなど、感染症へのリスクが高くなりやすい。また、

感染症罹患時にも、家庭の現金収入の担い手となることが期待される男児は、医療施設での早期治療

が女児より優先される傾向にある16。その結果、感染症の早期発見や接触者の追跡の強化にジェンダー

差が生じる。 
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感染症は母子保健の観点からも重大な課題である。例えば、マラリア感染は、妊産婦が感染した場

合に引き起こされる重度の貧血と、母胎から胎児への血流を妨げるなどの症状を引き起こすことによ

って、妊産婦死亡のみならず、新生児死亡に大きな影響を及ぼす17。早期発見・早期治療がマラリア感

染対応として重要であるが、偏った意思決定権や性別役割分担による負荷などにより、女性が保健医

療サービスにかかることができず感染の発見や治療が遅れた場合は、治療の長期化や、死につながる

こともある。早期発見・早期治療、感染者の追跡が重要なのは、結核などのその他感染症でも同様で

ある。 

また、HIV/エイズといった性感染症も女性や女児の方が感染のリスクが高い18。HIV の女性の感染リ

スクは、夫やパートナーからのドメスティックバイオレンス（DV）や性暴力によっても高まる。特に

児童婚はパートナーとの家庭内での不平等な力関係や女児の性と生殖に関する知識の欠如から安全な

性交渉が難しいため、より感染リスクが高まる19。特に、COVID-19 の感染拡大による外出規制やロッ

クダウンの状況下では、性暴力や DVの被害が増加するといった状況も確認されており、より深刻な問

題となっている20。 

 

(3) 【ユニバーサル・ヘルス・カバレッジの推進】：女性が必要とする保健医療サービスを必要な時に

受けられない 

ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ（Universal Health Coverage: UHC）が目指すのは、「すべての

人が適切な予防、治療、リハビリなどの保健医療サービスを、支払い可能な費用で受けられる状態」

である。世界的に見た場合、UHC の普及状況を示す UHC index は、1990 年の 45.8%から 2019 年には

60.3%に向上している。しかし、依然として地域間の格差は大きく、95%を超える高水準の国がある一

方で、アフリカのサブサハラ一帯では、25%未満という低い水準の国も存在しており、早急な改善が

求められる21。 

このような状況下、UHC2030 の調査によると、女性・女児は保健医療サービスへのアクセスを社会

構造上疎外され、最も困難を抱えているグループである22。これは、衛生的な環境が整った医療施設が

近隣にない、病院への移動手段がないといった物理的な要因から、サービス提供者の人材不足や技能

不足といったリソースの要因、貧困により医療費の負担が困難といった経済的な要因に加えて、ジェ

ンダー差別を助長する社会文化的な規範が大きな影響を与えている。具体的には以下の 2 点が挙げら

れる。 

TIPS： コレラ・アウトブレイクとジェンダーによる感染者数の違い 

一般的に、コレラのような、生水や食事を介して媒介する感染症では感染頻度に性差がないと考えられているが、

「男は外・女は内」という性別役割分担意識が強い社会では、感染経路への接触頻度に性差があり、学童期以降の

全年齢層において女性・女児の感染リスクが高くなる。これは、女性・女児は家庭内の患者や乳幼児の世話等のケ

ア労働を担うことが多く、排泄物などを介した感染の機会が多いこと、また、水汲みや炊事等の家事労働を通して

生水や食品などの感染源に触れる機会が多いことが挙げられる。また発病した際には、ケア労働・家事労働の負荷

による疲労が原因となり重症化する可能性がある。そのため、女性に対する感染予防等の啓発活動が重要であり、

飲料水の煮沸の重要性を理解し、生食品の適切な扱い、排泄物などの適切な処理等を身に着けることで自らの感染

の危険を防ぐのみならず、家族への感染の拡大を防ぐことが可能となる。同時に女性のリスク軽減のため、男性に

対する家庭内の性別役割分担による負担や権力関係に関する意識変容を促す活動を行い、女性の感染減への接触頻

度の削減や発病時の重篤化を予防することが必要である。（Oxfam. 2012. Gender and Vulnerability to Cholera in 

Sierra Leone: Gender analysis of the 2012 cholera outbreak and an assessment of Oxfam’s response) 
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第一に、女性の行動を制限する偏った社会規範による、医療サービス享受の抑制である。例えば、

男性の許可や付き添いがないと外出できない、もしくは病院にかかることについて男性の許可が必要

といった世帯内の意思決定権の偏りや社会規範によるもの、また、宗教上の理由により、男性と女性

の接触が制限されているで、女性医師にしか診断してもらえないというケースがある。出産時に接種

する破傷風の予防接種も、男性医療従事者からの接種が認められず予防接種を受けられないケースも

あることから、出産時の感染症リスクが上がる。特に、地域に女性の医療従事者が不足するか・不在

な場合は、女性の保健医療サービスへのアクセスを阻む要因となる。 

第二に、サービス提供者側として、保健医療サービスの利用促進を目的とした施設整備に関しても、

ジェンダーの視点が必要である。女性の時間的な制約や移動の利便性を考慮して、コミュニティ内に

医療施設が新設されても、診察室や病室にカーテンや間仕切りがなく、女性のプライバシーが確保さ

れていない場合、女性は医療施設へ行くことを敬遠し、健康状態の改善につながらない。また、女性

医師など女性医療従事者が配置されていないと、ジェンダー規範や宗教上の理由で男性からの医療行

為が受けられない女性は、保健医療サービスが受けられない。 

したがって、UHC 達成のためには、課題の根底にあるジェンダーに起因する要因への対応を含めて

検討し、ジェンダーに基づく医療アクセスの不平等を解消する必要がある。 

 

 また、ジェンダー課題に直面するのは女性だけではないことにも留意する必要がある。「男らしさ」

に関する固定観念が強いと、男性にもマイナスの影響が生じることがある。例えば、男性はコミュニ

ティ内での「男らしさ」の象徴として喫煙や飲酒などの健康を害するリスク行動をとることが多いほ

か、病気にかかった際に医療施設への訪問をしない、また、症状を過少に報告するなどの傾向がある23。

ここには、病気にかかることや病院への訪問を「弱い、男らしくない」として捉える固定観念など、

有害な男らしさが影響している。 

以上のように、ジェンダーの視点に立って、要因分析をする際、地域の女性と男性、また多様な状

況に置かれた人々の抱える課題を検討し、それぞれのニーズに適した保健医療サービスへのアクセス

向上に取り組むことが重要である。  

TIPS：性とジェンダーに基づく暴力（SGBV） 

ジェンダーに基づく不平等な力関係やジェンダー規範に基づく暴力のことであり、身体的、精神的、性的な暴力、

そして資源やサービスへのアクセスの拒否などがあり、暴力の定義には脅迫や強制も含む。女性や女児のみなら

ず、男性や男児にとっても深刻人権侵害である。SGBVには、女児に対する FGMなどの健康を害する慣行や配偶者

間、パートナー間などのドメスティックバイオレンス（DV）なども含まれる。SGBV は国際的にも根絶が目指さ

れ、国内法で禁ずる動きもあるが根絶は容易ではない。保健医療分野においては、特に DV や性的暴力被害を受け

た場合に、医療機関が被害者/サバイバーの保護にあたることが多く、警察と連携して、被害者/サバイバーの治療、

証拠の採取、精神面のケアが行われる。そのため、医療機関での被害者/サバイバーへのスティグマや二次被害の防

止、そして被害者/サバイバーへの適切な対応を推進するため、医療従事者へのジェンダー平等や SGBV、被害者/サ

バイバーに寄り添った対応等に関する研修や啓発が必要である。(UNHCR Emergency Handbook. 2022. Sexual and 

Gender Based Violence (SGBV) prevention and response) 
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第 2 章 保健医療分野におけるジェンダー主流化の重要性 

 

前章で示した保健医療分野における主なジェンダー課題とその要因をふまえ、本章では、ジェンダ

ー視点に立った事業実施の重要性について、ジェンダー平等と女性のエンパワメントの推進や開発効

果向上の観点から解説する。また、本分野におけるジェンダー平等実現に向けた国際的枠組みについ

て紹介する。 

 

2-1 なぜ保健医療分野におけるジェンダー平等が重要か 

(1) すべての人間に保障された権利としての心身の健康 

健康な生活を送るのは、人間誰しもに保障された権利であり、女性も当然享受するべき権利である

ため、国際社会が取り組むべき最重要開発課題の一つである。しかしながら、前章で述べたように、

様々なジェンダー不平等な社会・文化的規範やジェンダーに基づく不平等な力関係などが、物理的、

経済的、社会文化的な要因による女性・女児の保健医療サービスへのアクセスの制限や、SRHR など

に大きく影響し、女性の健康に影響を及ぼしている。より女性のニーズに合った保健医療サービスを

ジェンダーに基づいた差別のない形で提供するためには、女性・女児が置かれている状況やその要因

を把握したうえで、サービス内容や、場所・時間を含む提供方法、価格設定などを十分検討する必要

がある。そうすることで適切な保健医療サービスに女児・女性がアクセスでき、「すべての人が適切な

予防、治療、リハビリなどの保健医療サービスを、支払い可能な費用で受けられる状態」である UHC

を達成できる。また、SRHR は、女性が自身の身体へのオーナーシップを持つことであり、それ自体

が女性・女児のエンパワメントの重要な要素の一つであることから、積極的な取組が期待される。 

 

(2) 開発効果の最大化 

 開発事業を行ううえで、事業の最終受益者には必ず地域に居住する女性・女児が含まれ、そして事

業の直接受益者にも女性の医療従事者が含まれる。前章で示したように、女性の物理的、経済的、社

会文化的要因によって、女性は保健医療サービスを受けられない、または受けにくいことで、女性の

健康リスクが高くなっている場合がある。ジェンダーの視点に立った取組は、こうしたジェンダー課

題にも対応することで、全体的に開発効果が高めることを期待できる。例えば、女性は同性の医療従

事者からのみサービスを受けられる国において、医療従事者に対する技術研修を行う場合、女性の医

療従事者に優先的に研修機会を提供することで、不利な状況に置かれた現地の女性に対して適切で改

善された保健医療サービスを提供できるようになる。 

また、ジェンダー視点が欠けることで、案件に求められた成果を十分に達成できないことがある。 

例えば、女性が抱える課題やニーズを十分に発掘しないまま医療施設を建設した場合、女性が物理

的・文化的、また安全面上、アクセスしづらい場所に建ててしまい、利用者の数に男女差が生まれる

ことなどが起こり得る。 

さらに、政策策定の場に女性が不在であることで女性の課題やニーズの重要性は低く見られること

もある。例えば、全体予算を配分する上で、女性の栄養改善プログラムに予算が配分されないことで

キーとなる女性の栄養改善が進まず、地域全体の栄養改善の進捗が遅れる可能性がある。 

 

2-2 保健医療分野におけるジェンダー平等実現に向けた国際的枠組み 

(1) 持続可能な開発のための 2030 アジェンダと持続可能な開発目標（2015 年） 

ジェンダー平等と女性のエンパワメントは、「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」における

持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals: SDGs）を達成するための必要条件とされてい

る。つまり、ジェンダー平等と女性のエンパワメントは、17 の目標と 169 のターゲットすべてを実現

するための手段であり、その実現に向けた方策を取ることが求められている。 
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17 の目標のうち、ジェンダー平等と女性のエンパワメントを掲げる目標 5 は、ジェンダーに基づく

差別をなくし、すべての人が対等に権利・機会・責任を分かち合える社会の構築や女性のエンパワメ

ントを目指している。同目標の下で設定されているターゲットのうち、保健医療分野の事業と関連性

の高いものを以下に示す。特に、保健医療分野の取組と関連がある箇所はオレンジ表記で示す。 

⚫ 5.1 あらゆる場所におけるすべての女性・女児に対するあらゆる形態の差別を撤廃する。 

⚫ 5.2 すべての女性・女児に対する、公共・私的空間におけるあらゆる形態の暴力を排除する。 

⚫ 5.3  未成年者の結婚、早期結婚、強制結婚及び女性器切除など、あらゆる有害な慣行を撤廃す

る。 

⚫ 5.4 公共のサービス、インフラおよび社会保障政策の提供（中略）を通じて、無報酬の育児・

介護や家事労働を認識・評価する。 

⚫ 5.5 政治、経済、公共分野でのあらゆるレベルの意思決定において、完全かつ効果的な女性の

参画および平等なリーダーシップの機会を確保する。 

⚫ 5.6 国際人口・開発会議（ICPD）の行動計画および北京行動綱領、ならびにこれらの検証会議

の成果文書に従い、性と生殖に関する健康および権利への普遍的アクセスを確保する。 

⚫ 5.c ジェンダー平等の促進、ならびにすべての女性・女児のあらゆるレベルでの能力強化のた

めの適正な政策および拘束力のある法規を導入・強化する。 

 

また、目標 5 以外の保健医療分野と関連性の高い目標とターゲットのうち、ジェンダー平等と女性

のエンパワメントに関連する箇所は下表のとおり。 

目標 ターゲット グローバル指標 

3：すべての人

に健康と福祉を 

 

 

3.1 2030 年までに、世界の妊産婦の死

亡率を出生 10万人当たり 70人未満に削

減する。 

3.1.1 妊産婦死亡率 

3.1.2 専門技能者の立ち会いの下での出

産の割合 

3.2 すべての国が新生児死亡率を少なく

とも出生 1,000 件中 12 件以下まで減ら

し、5 歳以下死亡率を少なくとも出生

1,000 件中 25 件以下まで減らすことを

目指し、2030 年までに、新生児及び 5

歳未満児の予防可能な死亡を根絶す

る。 

3.2.1 5 歳未満児死亡率 

3.2.2 新生児死亡率 

3.7 2030 年までに、家族計画、情報・

教育及び性と生殖に関する健康の国家

戦略・計画への組み入れを含む、性と

生殖に関する保健サービスをすべての

人々が利用できるようにする。 

3.7.1 近代的手法によって、家族計画に

ついての自らの要望が満たされている

出産可能年齢（15～49 歳）にある女性

の割合 

3.7.2 女性 1,000 人当たりの青年期（10

～14 歳；15～19 歳）の出生率 

3.8 すべての人々に対する財政リスクか

らの保護、質の高い基礎的な保健サー

ビスへのアクセス及び安全で効果的か

つ質が高く安価な必須医薬品とワクチ

ンへのアクセスを含む、ユニバーサ

ル・ヘルス・カバレッジ（UHC）を達

成する。 

3.8.1 必要不可欠な保健サービスによっ

てカバーされる対象人口の割合 

3.8.2 家計の支出または所得に占める健

康関連支出が大きい人口の割合 
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3.c 開発途上国、特に後発開発途上国及

び小島嶼開発途上国において保健財政

及び保健人材の採用、能力開発・訓練

及び定着を大幅に拡大させる 

3.c.1 医療従事者の密度と分布 

* オレンジ表記部分は特にジェンダー視点と関連がある箇所。 

出所：https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/statistics/index.html を基に作成（閲覧：2022年 4月 20日） 

 

(2) 国連による SDGs 目標達成のためのグローバル戦略の策定 

 2010年に開催された国連MDGsサミットでは、国連事務総長の呼びかけにより”Every Women Every 

Child”の活動及び国際戦略が提唱され、“Global Strategy for Women’s and Children’s Health”が策定され

た。2015 年には、SDGs 目標達成のためのグローバル戦略 ”Global Strategy for Women’s, Children’s 

and Adolescents’ Health 2016-30”としてアップデートされた。この計画においては、2030 年までにす

べての女性・子ども・若者が、社会的・経済的障壁に妨げられることなく、身体的・精神的な健康と

幸福を享受し、持続可能な社会を実現することが目標とされている24。また、国連女性機関は 2018-

2021 戦略計画 で女性に対する暴力の撤廃（Violence Against Women: VAW）を重点分野の一つとして

定めており、成果目標の一つに性的・身体的暴力を受けた女性の保健医療サービス、司法、警察、社

会サービスへのアクセス向上を定めている。また性暴力によってリスクが高まる HIV/エイズ対策につ

き、政策レベルでの調整機関として各国へのアドボカシーの推進や啓発活動をしている25。 

 

(3) グローバルファンド（世界エイズ・結核・マラリア対策基金）の設立 

世界エイズ・結核・マラリア対策基金（The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria）

は、世界の三大感染症（HIV/エイズ、結核、マラリア）対策のための資金を集め、世界各国における

感染症克服を目的として 2002 年に民間イニシアチブにより設立された、世界最大の国際的な基金・パ

ートナーシップ組織である26。 

 

(4) WHOの計画・戦略におけるジェンダー主流化 

① ジェンダー主流化の総合事業計画の策定  

2018 年に開催された第 71 回 WHO 総会で、UHC と SDGs の目標達成のために、ジェンダー主流化

を取組の中核に位置付け、「WHO の活動へのジェンダー分析とアクションの統合戦略」により第 13 次

総合事業計画（2019-2023 年）を策定し、それらの活動をより強固なものにすることとされた。 

 

② 妊産婦死亡削減などに係る戦略策定 

新生児死亡・妊産婦死亡などの件数を削減するためのロードマップとして、以下の行動計画などを

策定した。 

⚫ ENAP（Every Newborn Action Plan：2014 年）27 

予防可能な新生児死亡と死産の撲滅のための 2030 年までの行動計画として、すべての妊産婦が

4 回以上の出生前健診を受けること、すべての出産が専門の医療従事者の介助により行われるこ

と、すべての女性及び新生児が出産後２日以内に産後ケアを受けることを明記した。 

⚫ EPMM(Ending Preventable Maternal Mortality：2015 年）28 

予防可能な妊産婦死亡撲滅のための目標・戦略として、世界の国ごとに母子保健サービスへの

アクセス、ケアの質、ケアの成果における不平等をなくし、SRH や家族計画を含めたケアの改

善を継続して行う。 

 

(5) 国連人口基金の戦略プラン策定 
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国連人口基金（UNFPA)は、国連総会のイニシアチブの下に 1969 年に設立され、国際的な資金によ

って開発途上国などに人口関連の支援を行う最大の機関である。それぞれの国が性と生殖に関する健

康や、個人の選択に基づく家族計画サービスを改善できることを目的に支援を進めている。2022-2025

年を期間とするUNFPAの戦略プラン（Strategic Plan 2022-2025）においては、SRHRへのユニバーサ

ルアクセスを達成し、妊産婦死亡を削減することにより、女性の生活を改善し、ジェンダー平等の実

現を目指している。 
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第 3 章 ジェンダー主流化の実践 

 

事業におけるジェンダー主流化とは、各事業の計画、実施、モニタリング、評価のすべての段階に

ジェンダー視点を取り込み、実践することである。本手引きでは、以下の 5 つのステップでジェンダ

ー主流化の実践方法を紹介する。 

⚫ ステップ 1「社会・ジェンダー分析」：社会・ジェンダー分析を実施する。具体的には、ジェン

ダー平等と女性のエンパワメントを推進する観点から関連政策や制度、組織、地域における男

女の経験や課題、ニーズなどを確認・分析し、ジェンダー課題を抽出する。 

⚫ ステップ 2「取組案・計画の策定」：抽出した課題に対する取組案を検討・策定する。 

⚫ ステップ 3「指標の設定」：取組による成果を客観的に示すための定量的・定性的指標を設定す

る。 

⚫ ステップ 4「ジェンダー視点に立った実施・モニタリング」：ジェンダー視点を取り込んだ実施

体制の整備、取組・工夫の実施、成果やインパクト（事業実施による、計画していなかった正

と負の影響）の発現状況をモニタリングする。 

⚫ ステップ 5「ジェンダー視点に立った評価」：ジェンダー視点を取り込んだ活動・取組・工夫の

実施、成果やインパクトを評価する。 

 

5 つのステップは下表のとおり、ステップ 1～3 が事業サイクルの案件形成段階、ステップ 4が実施

段階、ステップ 5 が案件終了後の段階にあたる。案件終了までのすべてのステップを念頭に置きつ

つ、特に案件形成段階（ステップ 1「社会・ジェンダー分析」～3「指標の設定」）においてジェンダー

主流化に取り組むことが重要となる。 

案件形成段階 実施段階 案件終了後 

ステップ 1 

社会・ジェンダー 

分析 

ステップ 2 

活動・計画の策定 

ステップ 3 

ジェンダー指標の設定 

ステップ 4 

ジェンダー視点に立っ

た実施・モニタリング 

ステップ 5 

ジェンダー視点に立

った評価 

 

技術協力、有償資金協力、無償資金協力の事業サイクルにおける手引きの参照箇所は以下のとおり。 
スキーム 事業サイクル 参照先 

技術 
協力 

基礎情報収集・確認調査、詳細計画／基本計画策定調査の特記仕
様書作成時 

ステップ 1（分析） 

R/Dにおける Main Point Discussed（ジェンダーに関する取組）、
PDM、事前評価表 

ステップ 2（活動・計画） 
ステップ 3（指標） 

本体事業特記仕様書作成、事業実施、モニタリングシート確認時 ステップ 4（実施・モニタリング） 

有償 
資金 
協力 

基礎情報収集・確認調査、協力準備調査の特記仕様書、案件計画
調書①作成時 

ステップ 1（分析） 

M/D、案件計画調書②／③、審査調書、事前評価表作成時 
ステップ 2（活動・計画） 
ステップ 3（指標） 

事業監理、Project Status Report 確認時 ステップ 4（実施・モニタリング） 

無償 
資金 
協力 

基礎情報収集・確認調査、協力準備調査の特記仕様書、案件計画
調書①作成時 

ステップ 1（分析） 

M/D、案件計画調書②／③、事前評価表作成時 
ステップ 2（活動・計画） 
ステップ 3（指標） 

事業監理、Project Monitoring Report確認時 ステップ 4（実施・モニタリング） 

 

ステップ 1～5 の詳細は次頁以降で紹介する。 
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事業のジェンダー主流化で最初に実践すべきことは、社会・ジェンダー分析を通じてジェンダー課

題を特定することである。具体的には、調査を通じて、対象国・地域におけるジェンダー別のデータ

や関連情報を収集・分析し、ジェンダーに基づく現状や課題を把握する。特に、人々がどのようなジ

ェンダー観に基づいて、どのように生活・行動しているのか、その背景にどのような社会的・文化的

慣習や規範があるのか、その結果としてどのような課題に直面しているか、ニーズは何かを把握する。    

下表は、調査準備時に参照する「社会・ジェンダー分析のための調査項目・内容リスト」で、代表

的な調査項目ごとに、調査すべき内容を記載している。また、特定の小分野にのみ関連する調査内容

については、該当する小分野名を「【小分野】」の形で示しているので参照のこと。同リストは、本分

野あるいは小分野ごとにジェンダーに基づく現状や課題をより的確に把握するために、必要な基礎情

報を収集する調査項目も含んでいる。さらに、事業を通じて、ジェンダーに基づく暴力（SGBV）の撤

廃を含む SDGs 目標 5 の達成にも貢献することが求められることから、広く収集・分析することが望

ましく、同目標に関連した調査項目も含んでいる。なお、これらの調査項目や内容は例示であり、事

業の目的やスコープに応じて適宜修正または追加情報を収集する必要がある点にも留意したい。 

 

社会・ジェンダー分析のための調査項目・内容リスト 

調査項目 調査項目 

政策制度 

保健医療・ジェンダー関連

の政策･計画 

関連法規定の有無・内容 

 

□ 保健医療分野の法律、政策、戦略、アクションプランにおけるジェンダー関係、

ジェンダー課題の位置づけ、取組の状況 

□ 女性の法的ステータスの状況（女性の離婚、財産所有権、子どもの養育、リプロ

ダクティブ・ヘルスなどについて自己決定の権利の法的状況） 

母子保健に関する法令 □ 避妊は合法か 

□ 妊娠中絶は合法か 

SGBVに関する法令 □ SGBVを受けた女性を保護する法律、政策、アクションプランの状況 

□ 法令の対象に精神的、社会的、経済的暴力も含まれるか 

政府や実施機関の組織体制 

意思決定体制への女性の参

画度合い、配属状況 

□ 医療従事者数（医師・看護師・助産師）と割合（ジェンダー別、有資格／無資格

別、役職別） 

□ 採用基準にジェンダー差はあるか 

医療従事者の能力 □ 医療従事者のジェンダーに関する基礎知識、研修経験はあるか 

□ 医療従事者への研修受講者数のジェンダー差はあるか 

母子保健に関する組織体制 □ 伝統的産婆の介助による出産は行われているか 

□ 施設分娩での出産割合はどの程度か 

感染症に関する医療従事者

の配属状況 

□ 感染症患者を診察・治療・看護するジェンダー別の医療従事者の割合 

UHC 達成に関する医療従事

者の配属状況 

□ 保健医療サービスのプログラムの策定管理に女性は能動的に参加しているか 

□ 国家資格を有する女性医療従事者（医師・看護師・助産師）などは行政の基準値

どおり配属されているか 

□ 女性ヘルス・ワーカーはコミュニティに存在するか 

□ 女性医療従事者が訓練を受けるうえでの制約は何か 

□ 伝統的な医療は対象地域で一般的に行われているか 

SGBVに関する体制 □ SGBVを受けた女性に対する相談・支援・モニタリング機関の制度の整備状況 

□ 医療施設内に、SGBV のサバイバーを保護するためのワンストップセンターが設

置されているか 

□ SGBV を受けた女性に対する病院とホットラインや相談窓口、警察の連携した支

援体制やリファラル体制（他病院や上位機関などへの紹介・連携）はあるか 

□ 対象地域において、女性に対する暴力の報告数、行政の指導数はどの程度か 

Step 1 社会・ジェンダー分析の実施 
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□ SGBVのサバイバーに対する保健医療サービスの提供状況 

□ SGBVの対応に係る研修を受けた産婦人科医・救急医や助産師、看護師などの数 

多様なステークホルダー（連携） 

ジェンダー関連機関との連

携 

ドナー連携 

□ 女性省やジェンダー平等を推進する機関との連携はあるか 

□ 保健医療分野での他ドナーや国際機関による女性のエンパワメントやジェンダー

の視点に立った取組の状況 

対象地域におけるアクセス状況と課題（保健医療施設へのアクセス） 

施設整備状況 

アクセス手段 

 

□ 適切な知識・技術を有する医療従事者（助産師など）による介助を受けた出産の

割合 

□ 地域医療施設へのアクセス有無、容易度にジェンダー格差はあるか 

□ 女性がアクセスしにくい要因（時間的制約や移動手段、行動制限、移動に関する

自己決定権、交通費捻出の自由がないなど）は何か、ジェンダー別の異なる保健

ニーズは特定しているか 

□ 女性が男性の医療従事者による保健医療サービスを妨げる社会規範はあるか 

□ 地域で行政や医療従事者による医療教育や性教育が行われているか 

□ 事業が対象とする一般女性が、健康に関する必要な知識と情報にアクセスできる

手段を持っているか 

□ 地域の保健医療に取り組む女性グループがあるか 

医療施設の設計・設置、運

営におけるジェンダー視点 

 

□ 医療施設における待合室、診察室、検査室、病室、トイレ、周囲の照明などは、

女性のプライバシーや安全性を確保するように設計されているか 

□ 地域の医療施設の設置計画・運営に関して女性の意見が取り入れられている、ま

た女性も主体的に関わることができるか 

母子保健に関するアクセス

状況 

□ 産前・産後のケア、継続ケアを受けた妊産婦の数 

□ 家族計画に関する情報提供サービスや教育プログラムはあるか 

□ 避妊について、ジェンダー間で理解の違いはあるか 

□ 避妊具の入手は可能か、使用することは可能か 

□ 子宮内避妊具、皮下インプラント型避妊具などの挿入が医療機関で可能か 

感染症に関するアクセス状

況 

□ 性感染症について検査・治療を受ける機会はあるか 

UHC の達成に向けたアクセ

ス状況 

□ 医療施設の設置計画では設置場所に関して女性の移動距離・手段・費用、女性の

公の場での移動制限を考慮しているか 

□ 現存の医療施設まで移動するために女性が安全に利用できる交通手段はあるか 

□ 医療機関まで女性の単独での移動は可能か 

住民の健康状態 

住民健康状況 □ ジェンダー別健康指標、保健医療サービスの利用状況 

□ 対象エリアで最も深刻な病気は何か 

□ 特定の病気の発生にジェンダーによる差異はあるか、主に女性に見られる健康問

題や女性特有の健康問題は何か 

□ 地域住民の栄養状態にジェンダー格差はあるか 

□ 児童婚、女性器切除など、女性の健康に悪影響を及ぼす慣行は存在するか 

母子保健に関する状況 □ 妊産婦死亡率の割合、ハイリスクの年齢グループはどこか 

□ 妊産婦の合併症・死亡リスクの主要要因（医療的・環境的・社会経済的な要因）

は何か 

□ 対象人口における妊娠中の女性の貧血者の割合はどれくらいか、ジェンダーによ

る差異はあるか 

□ 乳幼児死亡率、新生児死亡率、発育阻害、低体重や罹患率にジェンダー差は認め

られるか、これらの差異と食事の摂取に関係が認められるか 

□ 出生時男女比が世界平均と比べてどの程度差異があるか 

感染症に関する状況 □ ジェンダー別の感染症への感染率、治療率 

役割分担 

感染症に関する役割分担 □ 家庭内の家族の看護・介護の分担率のジェンダー差はどの程度か 

女性の参画と意思決定 

医療行為に関する意思決定 □ 保健医療サービスを受けることについて女性に決定権があるか 
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□ 医療費の支出について女性に決定権があるか 

□ 携帯電話やインターネットなど保健医療情報の収集に有益な情報を得る手段の所

有について女性に決定権があるか 

母子保健に関する社会規範 □ 非医学的な授乳期間に関する慣習や、初乳の廃棄、哺乳瓶による授乳を避けるな

ど、授乳に関する社会的・文化的な制約などはあるのか 

□ 未婚の母や非摘出子に対する文化的・社会的態度はどうなっているか 

母子保健に関する意思決定 □ 家庭内で家族計画に関する決定を行うのは誰か、事業が対象とする一般女性が妊

娠・出産・育児に関する決定権を有するか 

□ 一般の女性・男性が SRHに関する参画を行ううえで必要な知識を持っているか 

感染症に関する意思決定 □ 感染症対策としての薬剤や予防具（蚊帳など）の利用を決めるのは誰か 

□ 性感染症の感染は女性に非があるといった固定観念はあるか 

□ 性感染症予防（避妊具の使用など）手段について文化的・社会的制約はあるか 

UHC の達成に関する意思決

定 

□ 医療機関での受診の可否について決定するのは誰か 

□ 女性に希望する保健医療サービスを受ける資金があるか 

建設作業員のジェンダー別の雇用状況・環境（建設がある事業） 

 建設作業員のジェンダー

別の雇用状況・環境 

□ 現地の建設作業員のジェンダー比はどれくらいか 

□ 女性が少ない場合、その理由は何か（例：固定的な性別役割分業を含むジェンダ

ー規範、人材募集時の性別指定の応募条件・直接言及していないが実質的に女性

を排除した条件の有無、暴力のリスク等） 

□ 女性建設作業員がいる場合、その作業員が直面している課題はあるか。どんな課

題か（例：トイレや更衣室等の現場の設備が男性用のみ、同僚や現地コミュニテ

ィからの揶揄、ハラスメント相談窓口の不足、等）。 

□ 同じ労働に従事しているが、男女間で賃金格差をつける文化はないか。 

 SGBV等のリスク □ 工事周辺地域や建設作業員の女性が SGBV 等に巻き込まれる可能性はないか。

（建設資材の物流等でトラックの駐車場となる場所や市場等、地域住民とのコン

タクトの場となり得るハイリスクな場所はどこか。トイレや建設労働者向けの居

住スペース等に十分な夜間照明はついているか。） 

 

【調査手法に関する Tips】 

社会・ジェンダー分析における調査方法は、文献調査、聞き取り調査（キー・インフォ

ーマント・インタビューやフォーカス・グループ・ディスカッションを含む）、現場観

察や視察などの一般的な調査方法である。なお、ジェンダーに基づく役割・労働分担や資

源へのアクセス・コントロールの状況など、ジェンダー関係をより的確に把握するための「ジェン

ダー分析ツール」（参考資料参照）が各種開発されていることから、そうしたツールを用いて情報収

集を行うことも有効である。その他、調査実施にあたっての留意点は以下のとおり。 

＊ 男女それぞれから聞き取りを行い、ジェンダーに基づくそれぞれの認識の違いがないかを確認

する。 

＊ インタビューやディスカッションをグループで行う場合に、グループを男女混合とするかある

いは男女別とするかについては、その国・地域の文化慣習や社会規範、収集する情報の内容や

その目的に応じて検討する。女性が男性の前で自分の意見を言うことが難しいと想定される場

合は、男女別で聞き取りをすることが望ましい。一方、男女混合とする場合は、男女それぞれ

がどのような認識を持っているかをお互いに理解しながら議論を深める機会ともなりうる。 

＊ 女児・男児も異なるニーズや視点を持っていることもあるため、可能な限り把握に努める。 

＊ さらに、ジェンダーに基づく暴力（SGBV）などの機微に触れる内容については、グループで

はなく個別インタビューの形で、経験や専門性を有する現地 NGO のスタッフなどが聞き取りを

行うことが望ましい。また、匿名性の担保や情報の取り扱いにも十分留意する。 
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収集したデータ・情報を基にジェンダー課題を特定するためには、以下に挙げるような視点に立っ

て分析・考察を行うことが求められる。 

⚫ 固定的役割分担：ジェンダーに基づいた固定的な役割分担が存在しているか。 

⚫ アクセス：資源やサービスへのアクセスやそこから得られる便益にジェンダー格差があるか。 

⚫ コントロール：誰が資源やサービス、便益の管理・所有を行っているか（ジェンダーに基づく

偏りがあるか）。 

⚫ 意思決定：意思決定過程への参画にジェンダーに基づく偏りがあるか。 

⚫ 組織能力：関係機関はジェンダー平等と女性のエンパワメント促進にかかる政策、経験、能力

を備えているか。 

⚫ ジェンダーに基づく暴力（SGBV）：当該分野に関連する SGBV はあるか 

（例えば、女性器切除、児童婚による若年妊娠など） 

 

 さらに、事業内容をジェンダー平等や女性のエンパワメントの推進により貢献するものとするため

に、以下の点についても考察することが望ましい。 

⚫ 計画している事業からの便益はジェンダーにかかわらず等しく受益するか。等しく受益しない

可能性があるとすればそれはなぜか。等しく受益するために必要な対応は何か。 

⚫ ジェンダーに基づく偏見や社会的・文化的・制度的な制約などの不平等を解消し、社会におけ

るジェンダー平等をより推進するための方策は何か。 

 

ステップ 1 で特定したジェンダー課題について、次のステップ 2以降でそれらに対応するための取

組内容や実施上の留意事項を検討する。なお本手引きでは、ジェンダー課題解決のための取組のう

ち、PDM の活動レベルのものをステップ 2（次頁以降の「ジェンダー課題解決に有効な取組リスト」

と事例）、活動を実施するうえの留意事項レベルのものをステップ 4 で整理する。 
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特定されたジェンダー課題への取組案を検討・策定する（計画／PDM に反映）。なお、取組を検討

する際には、以下の 3つの側面すべてに留意することが重要である。 

 

(1) 女性や女児の可能力を強化するための取組（Agency） 

女性・女児自身の能力強化や機会拡大を通じて、相対的に不利な立場にある現状を克服するた

めに必要な「力をつけていく」ための取組。 

例：母子保健に係る知識習得、行動変容を目的とした普及啓発活動・研修への参加、栄養知識

に基づく女性自らによる健康改改善など。 

(2) 社会や人々の意識や行動変容に向けた取組（Relations） 

家族や地域コミュニティなどへの働きかけを通じて、地域社会や地域住民が有しているジェン

ダー意識やそれに基づく行動の変容を促していくための取組。 

例：男性・男児、宗教を含むコミュニティの有力者・指導者を巻き込んだ保健意識の向上、リ

プロダクティブ・ヘルスの理解促進に係るプログラム参加、女性の参画に関する理解促進の啓

発活動、医療人材の育成など。 

(3) 政策制度の整備や組織体制の変革に向けた取組（Structure and systems） 

関連する政策や制度そのものを見直し、ジェンダー平等と女性のエンパワメントを推進するも

のに改正していくための取組。 

例：保健行政組織・システムの強化、医療保障制度の改革、保健医療制度や政策における母子

及び周囲の人びとも含めた総合的なアプローチの開発、保健医療施設の整備など。 

 

これら 3 つの側面は互いに関係しており、ジェンダー主流化を進める際には、3 つの側面すべてに留

意して取組を進めていくことが必要である。例えば、上述の（1）の事例としてあげた母子保健の知識

習得は、それだけで女性の可能力（agency）を高めることを目指す取組であるが、同時に(2)で示した

ように、地域の有力者や男性の、女性や乳幼児に関わる保健意識を向上させることが必要である。母

子保健サービスの重要性に理解がなければ、女性が母子保健サービスにアクセスすることは難しい、

あるいは一時的に実現できたとしても持続性が担保されないことも想定される。また、行政側も社

会・文化規範的に女性のアクセスが難しい場合には女性医療センターの設置や女性を対象にした相談

窓口を設けるなど、政策・制度上の対応策を講じていくのも重要である。 

以下では、それぞれの課題に対して効果的な取組例を紹介する。各小分野における取組例について

は別途説明する。 

 

2)-0 ジェンダー課題解決に有効な戦略・取組（保健医療分野共通項目） 

ジェンダー課題/視点 有効な戦略・取組 

政策制度 

保健医療施策にジェンダー課題

への取組が位置づけられていな

い。 

□ 政策決定レベルの女性行政官の増員促進、女性の管理職への登用における

クオータ制を導入する。 

□ 行政官に対するジェンダー研修を実施する。項目としては、ジェンダーの

偏りが組織運営・体制に与える影響、ジェンダー主流化の意義（健全な組

織運営、より高い事業成果や持続性の向上など）、ジェンダー主流化を推

進するためのアクションプランの策定など。 

□ ジェンダー課題の特定のためのワークショップ実施とジェンダーの視点に

立ったアクションプランを策定する。 

Step 2 ジェンダー課題の解決に向けた取組案と計画の策定 
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性別データの収集、分析能力が

低い。 

□ 関連機関職員に対するジェンダー研修を実施する。（ジェンダーバイアス

が組織運営・体制に与える影響、ジェンダー統計や、ジェンダー主流化の

意義など。） 

□ 医療従事者、事業対象地住民を巻き込んだジェンダー分析手法による調査

を実施する。 

政府や実施機関の組織体制 

女性の医療従事者が少なく、女

性が保健医療サービスを受けに

くい。 

□ 女性医療従事者の雇用促進を図るため、女子寮や就職奨励金、安全な通勤

手段の確保、アクセスしやすい勤務先、勤務時間、就労継続のための制度

などの環境を整備する。 

□ 女性医療従事者の雇用者数にクオータ制を導入する。 

□ 女性の医療分野への進学を奨励する奨学金や寮の整備、女子医療専門学校

などを整備する。 

□ 女性ヘルス・ワーカーをコミュニティに配置。もしくは保健医療施設と連

携し、研修支援、キャリアパスの提示、サービスへの対価支払などを通じ

て、コミュニティ・ヘルスワーカーを公的な保健医療システムに組み込

む。 

□ 母子保健や女性の罹患リスクが高い疾病に関する技術研修支援を実施す

る。 

保健施設などのスタッフや保健

ボランティアなどのケア・ワー

カーには女性が多く、女性の感

染リスクなどが高まっている。 

□ 感染症および感染予防・対策に関する適切な知識を習得するための研修を

実施する。 

女性の保健医療サービスに対す

るニーズや同サービスを受ける

上での制約を理解する医療従事

者が少ない。 

□ 医療従事者に対するジェンダー研修を実施する。 

□ 保健医療サービス提供に関するジェンダー主流化ガイドラインを作成す

る。 

□ サービス提供者と利用者である女性住民との意見交換の場を設け、ニーズ

の発掘や制約への理解促進を図る。 

性被害や SGBV のサバイバーに

対応する医療施設や連携・支援

体制がない。 

□ 施設設計・運営計画策定時に病院内へワンストップセンターを設置する。 

□ 医療従事者へ SGBV被害者/サバイバー対応研修を実施する。 

□ 保健医療施設での診察のための手順書やガイドラインなどに SGBV の被害

者／サバイバーに対する対応を含める。 

□ 保健省、警察、司法、地方自治体などの関係機関の連携ネットワーク、リ

ファラルシステムを構築する。 

対象地域におけるアクセス状況と課題（保健医療施設へのアクセス） 

保健医療施設がプライバシーや

安全性を確保できる設計になっ

ていないため、女性にとって利

用しづらい。 

□ 診察室、検査室、病室、トイレ、周囲の照明などを、女性のプライバシー

や安全を確保できる環境に設計する。 

□ 施設の建設の計画段階で事業対象地の女性や、女性グループなどへニーズ

調査を実施し、ニーズを反映する。 

保健医療施設への距離・移動手

段が困難で女性がアクセスしに

くい。またはアクセスできる医

療機関が限られる。 

□ 女性の移動の負担が抑えられるように、居住地にも近いコミュニティレベ

ルの保健医療施設を設置する。 

□ 保健医療施設の設計時にコミュニティからの女性のアクセスの可否を検討

して建設場所を選定する。 

□ デジタルデバイスを活用して遠隔診療を行う。そのための女性のサービス

利用環境、設備・体制を整備する。 

□ 巡回診療・検診サービスを提供する。またその能力強化を行う。 

（コミュニティ・ヘルスワーカーによる家庭訪問や各戸への保健医療情報

やサービスの提供。同時に性・生殖、避妊具の使用法を深める知識提供を

伴った避妊具の配布などを行う。） 

□ 保健施設への交通手段を提供する。 

女性による医療情報・知識への

アクセスが限られている。 

□ コミュニティで女性に対する医療情報に関する勉強会、啓発セッションを

行う。 

□ 男性に対して女性の保健医療情報や知識へのアクセスに関する啓発活動を

行う。 

□ 女性が使用可能なメディアや手法を通じて、女性への保健医療情報や健康
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に関する啓発を提供する。 

識字率の低い女性などが理解し

やすい啓発手法がとられない。 

□ 視覚教材の活用など対象者に合わせた教材と啓発手法を開発する。 

保健医療サービスの利用は、男

らしくないというジェンダー規

範があるため、男性の受診が遅

れる。 

□ 保健医療サービスを受けることに対する偏ったジェンダー規範を変えるた

め、地域の有力者を巻き込んだ啓発活動を実施する。 

役割分担 

女性は家事労働、家族のケアな

どに従事する時間が多いため、

保健医療サービスの提供を受け

る時間を確保できない。 

□ 性別役割分担について参加型ワークショップ（Activity Profile、Daily 

Activity Calendarなど）を実施し理解促進を行う。 

□ 地域のリーダーや宗教的指導者など影響力のある者の協力を得て、男性の

家事育児への参加の促進を啓発する。 

□ 統合サービス（子どもの予防接種と家族計画、産前産後健診のサービス）

を 1か所で提供するように戦略を策定し、利便性を高める。 

女性の参画と意思決定 

女性に家計に対する決定権、自

身が医療行為を受ける決定権が

なく、女性が希望する有料の保

健医療サービスを受けられな

い。 

□ 女性が保健医療サービスを受けることの重要性、必要な支出を可能にする

ための共通認識を家族が持つようコミュニティで啓発活動を実施する。 

□ 健康保険制度の設立、周知に関しコミュニティに対する啓発活動を行う。 

□ 家族全体を対象とした母子の健康、身体のオーナーシップに関する啓発活

動を実施する。 

一般男性の女性の健康の必要性

に対する意識が変わらない。 

□ 女性の保健医療サービスに対するニーズや重要性を意識啓発し理解促進す

る男性向けの研修を実施する。 

建設工事時の取組（建設工事がある場合） 

 建設・修繕工事実施において

女性が雇用されにくい、ま

た、働きにくい環境がある。 

□ 土木・建設工事従事者への女性の雇用（一定割合を女性とする等） 

□ 土木・建設工事で女性が働きやすい環境の整備 

➢ 同一労働において、男女間で賃金差をつけない 

➢ 建設現場への交通手段の提供、男女別のトイレや休憩所、居住スペー

ス、夜間照明等の設置によるプライバシーや安全性の確保 

上記について、コントラクターとの契約への記載 

 工事実施時に周辺地域や工事

従事者の女性が SGBV等のト

ラブルに巻き込まれるリスク

がある。 

□ 工事現場の安全管理、ジェンダー平等と人権教育の徹底 
□ ジェンダーに基づく暴力、性的搾取・虐待及びセクシュアル・ハラスメン

ト（SEAH：Sexual Exploitation, Abuse, and Harassment）に関する研修を

建設工事従事者に向けて実施する。また、周辺地域での啓発活動を実施す

る。 
□ 性的搾取・虐待及びセクシュアル・ハラスメント（SEAH：Sexual 

Exploitation, Abuse, and Harassment）の防止及び発生時の対応等について

コントラクターとの契約に記載 
 

2)-1 ジェンダー課題解決に有効な戦略・取組（①母子保健） 

ジェンダー課題/視点 有効な戦略・取組 

対象地域におけるアクセス状況と課題（保健医療施設へのアクセス） 

コミュニティ全体が母子保健サ

ービスの利用などに積極的でな

い場合がある。 

産前・産後健診を受診すること

について、男性の理解が得られ

ない。 

□ 地域リーダーを対象とした研修を実施し理解を得たうえで、関係者やコミュ

ニティを巻き込んで啓発活動を進める。 

□ 啓発内容に、産前・産後ケア、助産専門技能者による介助や施設分娩、予防

接種の重要性、妊娠前・妊娠中、授乳中の女性の健康・栄養状態の重要性な

どに関する内容を含める。 

「母子手帳」は、自分とは関係

ないと考える男性も多い。 

□ 男性対象にした母子手帳に関する啓発活動を行う。 

□ 母子手帳の内容やイラストに母子のみでなく、父親を含めて教材開発する。 

妊産婦の労働負担が軽減されな

い。男性が育児に参加しない。 

□ 男性を対象とした母子保健に係る啓発活動（父親学級など）を実施。妊婦体

験、幼児との触れ合い、おむつ交換や沐浴方法などを実施する。 

□ コミュニティ・ヘルスワーカーと共同で「男性グループ」「父親グループ」
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を組織し、男性の妊産婦・新生児保健サービスへの関わり、ジェンダー平等

について啓発を実施する。 

女性が家族計画に関する参画が

できないために、望まない妊娠

が繰り返される。 

□ 家族計画に関し、パートナー間で参画を促す啓発活動を実施する。 

□ 女性に対する身体のオーナーシップに関する啓発を実施する。 

□ 住民を対象に、SGBV に関する啓発活動や、医療従事者による性教育などを

実施する。 

□ 産婦人科医や助産師に対する子宮内避妊具や皮下インプラント型避妊具など

の装着に関する研修を実施する。 

女児よりも男児が好まれる社会

がある。 

□ 胎児診断のための超音波検査装置導入に際し、当該国／地域の社会文化的規

範などについて留意のうえ、胎児選別などの目的で使用されるリスクを軽減

し適切な用途のもとの使用を啓発する。 

□ 女児に対しても男児同様に保健医療サービスを受けられるように家族に対し

て啓発を実施する。 

 

2)-2 ジェンダー課題解決に有効な戦略・取組（②感染症対策） 

ジェンダー課題/視点 有効な戦略・取組 

対象地域におけるアクセス状況と課題（保健医療施設へのアクセス） 

感染症予防、治療へ女性のアク

セスが限られている場合があ

る。 

感染症の社会的スティグマや女

性の経済力の低さから、女性の

病院へのアクセスが遅れ、感染

症の治療開始から完了までの期

間が男性より長くなることがあ

る。 

□ 妊婦と幼児、特別な支援が必要な人々（HIV 陽性者、孤児、シングルマザ

ー）などを対象に無料あるいは低料金の予防処置や治療を行うための制度設

計をする。 

□ 母親、妊婦、男性、父親、思春期の若者、学童などそれぞれのカテゴリーグ

ループを対象に啓発活動を実施し、感染の早期発見だけでなく、予防やより

ジェンダー平等な家庭内の参画や看病の分担を推進する。 

□ 感染症防止のための機具・薬品（蚊帳、予防薬など）の公平な配布がされる

ように、住民組織との連携、保健に係る女性グループの組織化を行う。 

□ 感染症診断を行う中核医療施設での女性医師の積極的な配置や女性医療セン

ターなどの設置を行う。 

妊婦は、マラリア感染のリスク

が高く、妊婦自身の重症化だけ

でなく、流産、子宮内死亡、未

熟児出産、発育障害などの危険

性が高まる。 

□ マラリアまん延地域では、母子保健サービスを提供する医療機関やコミュニ

ティ・ヘルスワーカーなどによる、無料あるいは低料金の殺虫剤、処理済蚊

帳の配布、間欠予防治療（Intermittent Preventive Treatment: IPT）などの対

策を実施する。 

□ 医療機関による妊産婦に対する迅速診断キットの優先的な配布計画を策定す

る。 

家族内感染者のケアに当たるの

は女性が中心となっていること

から、女性の感染リスクが高

い。 

□ 男性を対象とした Community Home Based Care（CHBC）iiの研修を行う。 

□ 住民に対して感染予防、予防接種・早期治療に関する啓発活動を行う。 

□ 住民に対して女性、家族の栄養改善に関する啓発活動を実施する。 

女性が病院へアクセスしないた

めサーベイランス、感染者の追

跡調査が困難である。 

□ 妊婦と幼児、特別な支援が必要な人々（HIV 陽性者、孤児、シングルマザ

ー）などを対象に無料あるいは低料金の予防処置や治療を行うための治療制

度の設計する。 

□ 女性が保健医療サービスを受けることの重要性や保健医療サービスのアクセ

ス費用を捻出することの重要性に関し、コミュニティで啓発活動を実施す

る。 

□ 住民グループによる住民の健康管理・予防教育を行う健康普及員の配置を行

い、地域医療機関とのリファラル体制を構築する。 

女性の参画と意思決定 

複数相手との性交渉などの男性

のリスキーな性的行動や、バー

□ ジェンダーの視点に立った HIV 予防啓発、ピア教育、性教育研修を実施す

る。 

性感染症への感染リスクを下げるため、避妊具の配布や性感染症に関する住民に

対する啓発を実施する。 

 
ii Community Home Based Care とは、家庭で行う患者に対する、物理的、心理的、緩和的、宗教的なすべての形の医療

行為のこと (WHO, 2007)。 
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ジン・クレンジング神話iiiなどの

誤った治療信仰と感染症の間に

相関関係がある。 

HIV の母子感染は女性だけの責

任と思われがちである。 

コミュニティの男女双方に対して、母子感染予防に関する研修を実施する。 

2)-3 ジェンダー課題解決に有効な戦略・取組（③ユニバーサル・ヘルス・カバレッジの推進） 

 

ジェンダー主流化の好事例 

ジェンダー主流化の好事例として、上述の 3 つの側面（Agency、Relations、Structure and 

systems）すべてあるいは 2 つの側面に関連した事業を以下に示す。 

 

JICA の取組事例① ガーナ「母子手帳を通じた母子継続ケア改善プロジェクト」、2017-2022 年、

技術協力プロジェクト 

【案件概要】本事業は、ガーナ全国への母子手帳の配布と活用法の訓練、母子手帳の制度化による

母子保健サービスの統合とヘルス・ワーカーの能力強化を行い、質の高い母子保健サービスと継続

ケアの提供を目的とする。 

【ジェンダーの視点に立った取組】 

⚫ 母子手帳による妊婦と家族の健康意識改善 

事業で作成された母子健康手帳の普及は、手帳に記載された子どもの健康状況や医療享受状況を

確認し、母親自身が自分や子どもの医療施設での受診についての意思決定を促すことを図ってい

 
iii バージン・クレンジング神話とは処女と性交渉を行うことで HIV/エイズが治癒するという神話。一部地域で信じられ

ている。 

ジェンダー課題/視点 有効な戦略・取組 

政府や実施機関の組織体制 

ジェンダーに関する好事例が一

部の地域だけに限られる。 

□ 中央政府や地方自治体が、情報や好事例共有し、成果を報告するためのシス

テムを構築する。 

□ 地方（州／県から末端まで）の保健行政組織に、ジェンダー担当官を配置す

る。 

□ ジェンダーと保健のガイドラインやプログラムの、効果的な他地域への普及

戦略を構築するためのワークショップを開催する家政策に沿って地方の保健

予算が、保健分野でのジェンダー平等に関する活動に配分されるような予算

分配システムを構築する。 

対象地域におけるアクセス状況と課題（保健医療施設へのアクセス） 

男女が平等に保健医療サービス

にアクセスできない。 

 

 

□ ジェンダーに関わらず加盟できる健康保険制度の設計・導入を支援する。 

□ 女性や女児の健康とジェンダー平等推進の戦略・計画策定を行う。他の援助

機関と協調して促進する。 

□ 女性が安全に通いやすく、無料もしくは低価格でサービスを受けられる医療

施設を設置する。 

女性の意見が保健医療サービス

や保健のコミュニティ活動に反

映されない。 

□ 女性、女児、男性、男児などすべての人が、保健医療サービスや保健のコミ

ュニティ活動についての意見や問題点を報告できる、医療従事者と住民から

成る住民集会を開催しコミュニティ普及員を配置する。 

□ 保健システムで女性・女児や周縁化された人々が平等に扱われるよう、啓発

活動や政府の監視などで、ジェンダー平等推進の市民団体や人権擁護団体な

どと連携する。 

男らしい行動として喫煙や飲酒

などの行動が推進されたり、医

療機関の受診は男らしくない行

動とされる。 

□ 男性に対して喫煙や飲酒などの危険性や疾病との関連性の啓発活動を実施す

る。 

□ 保健医療サービスを受けることに対する偏ったジェンダー規範を変えるた

め、地域の有力者を巻き込んだ啓発活動を実施する。 
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る。実際に、母子手帳のイラストや記載されている症状を見て、妊産婦や母親が保健医療施設へ

自ら受診に来るようになり、積極的な医療行為の享受の行動変容が起きている。また、母子手帳

を男性家族と一緒に見ることで、母子栄養や母体保護について家族で学ぶ教材の役目を果たし、

男性への意識改革を促している。 

⚫ 個人の行動変容を促す医療従事者の能力強化 

医療従事者へリスペクトフルケアの研修を実施し、医療従事者がいかに個人の栄養行動を変容す

るかロールプレイで議論し、母親から事情を聴き取って、母親が納得できる解決策を母親と一緒

に模索する訓練を行っている。ここでは母親が自身の健康について主体的に意思決定できるよう

になることを図っている。 

 

 

 

 

JICA の取組事例② パキスタン「プライマリヘルスケアにおける定期予防接種システム強化プロジ

ェクト」、2019-2022 年、技術協力プロジェクト 

【案件概要】本事業は、ポリオ撲滅への貢献へ向けて、医療従事者の能力強化、医療保健施設へス

ーパービジョンを通した質の向上、そしてコミュニティでの啓発活動から、乳幼児への定期予防接

種率の向上と妊娠可能年齢女性への破傷風ワクチン接種率の向上を目的とする。 

【ジェンダーの視点に立った取組】 

⚫ コミュニティでの女性保健普及員への予防接種技術の指導による女性の予防接種率向上 

宗教規範や伝統的戒律、家父長制が特に厳しく、女性の行動制限や参画の制限が大きい対象地域

で、女性への栄養指導や妊産婦の管理など基礎的保健医療サービスの普及員である、女性保健ワ

ーカーへも予防接種に関する知識や注射実施訓練を行っている。その結果、伝統的慣習から女性

の外出や女性が男性に肌を見せることがはばかられる地域で、女性の破傷風の接種が増加した。

また母親が女性保健ワーカーから正しい予防接種や感染症に関する知識を得たことで、予防接種

を積極的に受けるようになった。特に女性保健ワーカーの能力が向上したことは、コロナワクチ

ンの接種においても、各戸への巡回接種を可能にし、女性の予防接種率向上を大幅に促進した。 

⚫ 地域の有力者を巻き込んだ啓発から地域の意識変容の促進 

予防接種率が低い地域を対象に、宗教指導者や男性住民を巻き込んだ予防接種と女性の健康に関

する啓発を行い、女性自身が自ら医療施設の利用できるように住民の意識変容を促している。対

象地域の農村女性の識字率が著しく低いため、はイラストで乳幼児や妊産婦の栄養や感染症の症

状、予防接種のスケジュールを示した家族健康手帳を配布し、家族全体で妊娠から出産、産後の

妊産婦と乳児の健康を学べるように啓発を行っている。啓発セッション後は予防接種率の向上に

つながった。 

 

  



 

23 

2023 年 1 月改訂 

ジェンダー視点に立った取組案を検討した後、その取組によって期待される成果（変化）を測る指

標（ジェンダー指標）を設定する。指標の設定にあたっては、可能な限り定量的な指標を設定し、変

化の状況を客観的に把握する。定量指標の設定が難しい場合は、変化の内容やプロセスを測るため定

性指標を設定する。以下に、ジェンダー指標の例を示す。 

 

ジェンダー指標例（共通） 

政策制度 

□ ジェンダー視点に立って策定された政策、計画、ガイドラインなどの数 

政府や実施機関の組織体制 

□ 女性医療従事者及び女性管理職の数・割合の増加 

□ 保健分野の本邦・第三国研修など、研修参加者に占める女性の数・割合 

□ 対象地域で実施する保健分野でのジェンダー関連の研修受講者数 

対象地域におけるアクセス状況と課題（保健医療施設へのアクセス） 

□ 保健医療施設・設備の設計に係る女性のニーズの反映状況（例：ジェンダー別の待合室、女性専用診察室・病

室・トイレ、周囲の照明などが設置された施設の数、割合） 

□ 保健施設・設備の整備によって裨益した女性の数・割合（例：新設医療施設での女性受診者の人数・割合） 

□ 女性による保健医療施設の使用頻度や施設までの移動に要する時間 

□ 家庭内の支出に女性の保健医療サービス利用を含む世帯の数・割合 

役割分担 

□ 家事労働に参加する男性の数・割合または家事労働の負担が軽減されたと感じる女性の数・割合 

女性の参画と意思決定 

□ コミュニティ保健委員会のリーダーやメンバーの女性割合 

□ 家庭内の争いや DVの発生数に対する行政によるモニタリング回数 

□ ジェンダーに基づく暴力を肯定する意識をもつ住民の割合iv 

インフラ整備（建設工事） 

□ 建設工事や機械操作の講習に参加したジェンダー別の人数・割合 

□ インフラ復旧工事に従事したジェンダー別の人数・割合 

□ 建設作業員向けジェンダーと人権研修の回数、研修参加者数（ジェンダー別） 

□ 研修後のジェンダー意識の変化（事前・事後のアンケート結果比較など） 

□ SEAHの防止と対応にかかるコントラクターとの契約有無 

□ 男女同一労働同一賃金（※同一労働にもかかわらず、賃金格差の問題がある場合のみ有効） 

女性の数や割合といった定量的な指標を立てるのは簡単ではないが、事業の規模や想定される効果を基に考

える。その際、事業対象国や対象コミュニティ近隣で実施された開発事業の報告があれば、参考にするとよ

い。 

 
ジェンダー指標例（①母子保健） 

政府や実施機関の組織体制 

□ 妊産婦死亡率・乳幼児死亡率 

□ 妊娠合併症の発症率 

□ 自治体別の母子手帳の作成率（全国普及率） 

□ 母子手帳の配布率 

□ 貧血女性の割合 

□ 母子保健サービスの数・種類・利用者の数 

□ 予防接種を受けた子どもの割合 

□ 技能を有する専門医療従事者による分娩介助の割合 

 
iv  子どもの世話をしなかったことなどが、夫が妻を殴る理由として正当であると考えるかどうかを質問する手法が、多

くの調査でとられている。 

Step 3 ジェンダー指標の設定 
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対象地域におけるアクセス状況と課題（保健医療施設へのアクセス） 

□ 施設分娩率 

□ 産前・産後健診受診率、それぞれの受診回数 

□ 母子継続ケア完了率 

□ 母子手帳の使用者割合 

□ 妊産婦のリスク及び緊急時の対処方法を理解している女性の割合、男性を含む家族の割合 

役割分担 

□ 母子保健に関する啓発を目的とした父親学級への男性参加者数 

□ 産前・産後健診に同伴する男性の数 

□ 男性家族が育児をする世帯数・男性数 

女性の参画と意思決定 

□ SRHR、子どもを何人持ちたいか、性交渉などについてパートナーと話しあっている女性の数・割合 

□ 家族計画（近代的な方法（避妊具、避妊薬）、伝統的な方法（膣外射精、オギノ法））に基づく避妊実施割合 

 

ジェンダー指標例（②感染症対策） 

政府や実施機関の組織体制 

□ ジェンダー別の感染者数（感染率） 

□ ジェンダー別の感染症による重症化率、死亡者数（死亡率） 

□ 感染症に起因する女性の医療施設アクセス割合 

□ 必要な予防接種を受けた乳幼児の割合 

□ 女性の感染症対策物品所持率 

□ 感染症予防薬に係る女性への処方率 

□ 女性に係る感染症治療の早期完了（完治しないものは早期開始と継続）割合 

 

ジェンダー指標例（③ユニバーサル・ヘルス・カバレッジの推進） 

政府や実施機関の組織体制 

□ 基礎的産科・新生児ケアを提供している施設数 

□ 対象医療施設における分娩数、手術件数 

□ 対象医療施設における女性の外来・入院患者数 

□ 対象医療施設における高度医療機器による女性の検査件数 

□ 女性にとって利用しやすいと感じる医療施設の整備割合 

対象地域におけるアクセス状況と課題（保健医療施設へのアクセス） 

□ ジェンダー別の健康保険加入者数・加入率 

□ 保健医療施設の女性利用者数、利用率 
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取組を実施するにあたり、ステップ 1 で把握したジェンダーに基づく現状（男女が置かれている現

状）や課題・ニーズに留意した対応を行う。例えば、実施体制においては、カウンターパートやプロ

ジェクトスタッフのジェンダー・バランス、ジェンダー意識、ハラスメントへの対応などを行う。取

組の実施時は、女性の参加や意思決定への参画を促進するための対応を行うほか、当該女性の周囲の

男性や地域住民の理解促進、また、女性の中の多様性にも留意する。 

さらにモニタリングでは、活動の実施状況（男女の参加状況を含む）や期待される成果の発現状況

を、ジェンダー別のデータやステップ 3で設定したジェンダー指標を用いて把握する。新たなジェン

ダー課題が特定された場合には、事業のスコープや活動の進捗状況をふまえ、その課題解決のために

どのような取組が有効か、そうした取組を事業の中に内包化することができるかどうかを検討し、必

要に応じて PDM・PO などの事業計画に反映することが望ましい。 

下表に、実施やモニタリング上の留意事項を示す。 

 

ジェンダーの視点に立った活動上の留意点 

分類 留意点 

実施体制 ⚫ 特定の理由がある場合を除き、C/P のジェンダー・バランスを確認し、偏りがあればバランスを

とるための方策を検討する。 

⚫ 普及員に女性が少ない場合、女性普及員を増やす方法を検討する。 

⚫ C/Pや普及員の中にジェンダー担当を配置する。 

⚫ C/P、プロジェクトスタッフ、日本人専門家を対象に、事前および実施中にジェンダー研修を実施

する。研修時にジェンダーに対する理解・認識が不足していることがわかったら、継続的に意識

向上を図る方法を検討する。 

⚫ プロジェクトスタッフの雇用にあたっては、セクシュアル・ハラスメントや受益者に対する性的

搾取などの禁止条項を明確に伝え、承諾書に署名してもらう。 

⚫ 日本人専門家は、対象国・地域の文化・慣習を十分に理解するとともに、国際協力現場での性的

搾取・虐待・ハラスメントへの意識を高め、無意識に差別的な言動をとることがないよう自重

し、相互に注意喚起し合う。 

⚫ 関係者が利用できる相談窓口・経路を設定し、SGBVやハラスメントに対応する。 

⚫ 必要に応じ、国際・現地のジェンダー専門家を配置する。 

⚫ ジェンダーの視点に立った監査体制として、ジェンダー平等を推進する市民団体やジェンダー専

門家によるモニタリング体制を取り入れる。 

活動・取

組の実施 

⚫ 家事やケア労働で多忙な女性が参加しやすいよう実施時間や場所を設定する。また、特定の人・

グループの労働や責任などの負担を増やさないように留意する。 

⚫ 女性の識字率が低い場合などは、研修や技術指導を通じた情報やスキルの伝え方を工夫し（文字

ではなくイラストや写真を使った説明、グループによる学びなど）、情報やスキルを必要とする人

が研修に出ているか、参加状況を継続的に確認する。 

⚫ 意思決定過程に必ず女性が参画し、女性の声が反映されるように、メンバー構成や会議の進め方

など、より女性が参加しやすく発言しやすい環境づくりを行う。 

⚫ 女性も年齢、社会階層、民族、障害の有無、教育レベル、家族・世帯形態などによって、置かれ

ている状況や直面している課題、ニーズ、開発事業から受ける影響が異なることから、女性の中

の多様性にも留意する。 

⚫ 男児や男性、地域住民の巻き込みと理解促進を図る。（例えば、妊産婦・新生児の検査には男性の

家族による同伴を促進するなど） 

⚫ 普及技術が必要とする人に伝えられるよう、事前調査をして適切な対象を選定する。 

⚫ 教材や資料を見直し固定観念や性別役割、ステレオタイプの強化を行わないように留意する（例

えば、男性ケア・ワーカーのイメージ（写真やイラストなど）も使用し、ケア＝女性という固定

観念を持たないようにするなど）。 

⚫ 事業対象地のジェンダー規範・差別が強い場合は、影響力を持つコミュニティ・リーダーや宗教

Step 4 ジェンダーの視点に立った実施・モニタリング 
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指導者などの理解や協力が特に重要となる。 

⚫ 対象地域に SGBV の課題があれば、医療従事者に対するジェンダー研修や啓発で SGBV のもたら

す影響や予防、サバイバーへの対応について取り上げる。 

モニタリ

ング 

⚫ 事業活動への参加や事業による受益が正当な理由もなく男女のどちらかに偏っているときは、原

因・要因を特定して必要な対応を検討する。（例えば、普及活動への参加、医療資材の供与、収入

増などが一方の性別に偏る；男女ともに資金の借入ができるようになったが、女性のほうが審査

で落ちることが多い、または女性の借入金額が男性に比べて低い、など） 

⚫ 無償の家事・育児・ケア労働で多忙な女性が活動に参加しやすいよう、活動の時間や場所に配慮

されているか確認する。活動の参加が特定の人・グループの負担を増やしていないかも確認す

る。 

⚫ 女性の学習経験・スタイルに合わせ、技術の伝え方に工夫がされているか、技術を必要とする人

が研修に出ているかなどについて、継続的に確認する。 

⚫ 研修などの理解や実践・定着に男女などによる差が認められたら、その要因を特定して対応す

る。 

⚫ 計画段階で想定されていなかった正負の影響がないか、ある場合は正の影響を拡大する方法、負

の影響を最小限にとどめる方法を検討する。 
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評価段階では、従来の事業評価の枠組み（事後評価）や評価手法（DAC6項目評価）に沿って、事業

全体を評価する中で、ジェンダーの視点に立った取組の実績と実施プロセス、成果、インパクトを確

認する。成果やインパクトは既に発現しているもの、あるいは発現の兆しがみられるものを含む。取

組の成果の発現に、男女（多様な属性の男女含む）間で差異があったか、それぞれにどのような差異

があり、その要因が何かを分析することにも留意する。 

評価調査時は、対象地域のジェンダー格差やジェンダー規範などを考慮のうえ、定量調査であれ定

性調査であれ、可能な限りジェンダー別のデータ・情報を収集し分析を行うことに留意する。調査対

象者のジェンダー・バランスや属性に留意し、聞き取り時には内容に応じて性別で分けてグループを

構成する。評価に際しては、評価チームのジェンダー・バランスにも留意する必要がある。 

以下は、評価 6 項目に沿って評価を行う際の特に留意すべきジェンダー視点である。 

 

評価において留意すべきジェンダー視点 

評価 6項目 留意すべきジェンダー視点 

妥当性 相手国の開発政策・開発ニーズ 

- ジェンダーの視点に立った取組は、ジェンダー平等を推進する政策、または保健医療分野の

政策で掲げられた優先取組とその内容に合致しているか。 

多様な人々の包摂 

- 受益者が特定のジェンダー・グループに偏っていないか。 

- 受益者の選定にあたり、女性や女児グループからも情報収集したか。 

計画やアプローチの適切さ 

- 特定のジェンダー・グループを排除しない方法が取られたか。 

- 多様な受益者が事業活動に参加し、受益できる方法が取られたか。 

- 特定のジェンダー・グループの労働負担を増やさない方法が取られたか。 

- 事業実施中にモニタリングに基づいて、取組が修正されたか。 

整合性 SDGs など国際目標やイニシアチブ、国際的な規範や基準との整合性 

- ジェンダーの視点に立った取組が、SDGs を含む国際的なイニシアチブの内容に合致している

か。 

- ジェンダーの視点に立った取組が、SDGsなど国際目標の達成に貢献したか。 

効率性 - 女性・女児の知識・経験、女性グループなどが活用されたか。（例：産前・産後健診の重要性

など、女性の健康を守るために必要な情報を伝達するのに、女性グループを通じて行うなど

の工夫がされたか、それによってプロジェクトの計画通りに成果が出たか） 

- 本邦・第三国研修の参加者のジェンダー・バランスはどうか。 

有効性 - ジェンダーの視点に立った取組は当初の成果を達成したか。 

- ジェンダーの視点に立った取組は事業目的・成果の達成に貢献したか。 

- どのような受益者が事業から受益したか（例：技術指導を受けた受益者、健康状態が向上し

た受益者などの男女など、属性別に差異があるかどうか）。 

インパクト - ジェンダーの視点に立った取組を実施したことによりどのような正の間接的効果は発現した

か（例：子どもの教育・栄養の向上、保健分野以外での女性リーダーの養成、DV や SGBV の

減少、行政への働きかけによる制度の改正など）。 

- ジェンダーの視点に立った取組を実施しなかったため、あるいはジェンダー分析が不十分だ

ったために、負の間接的効果は発現していないか（例：女性の栄養指導を支援した結果女性

の労働負担が増加した、世帯の増加した収入の使途をめぐって家庭内の不和が増加したな

ど）。 

- 女性の経済・社会・政治参加に対する一般的な認識や実態に変化はみられたか。 

持続性 - 女性・女児が無理なく活動を継続することができるか。 

- 保健医療に関する取組（研修やコミュニティ普及員など保健組織や住民グループなどを含

Step 5 ジェンダーの視点に立った評価 
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む）に女性が継続的に参加し、事業効果の継続に貢献することができるか。 

- コミュニティや世帯内で見られた意識・行動変容が持続しているか。（例：女性・女子の健康

の重要性や女性・女子の能力に対する理解は高まったかなど） 

- 関係機関におるジェンダー主流化の取組は継続されるか。 

- 女性・女児の声が保健医療分野の政策・施策、制度に反映され続けるか。 

- ジェンダーの視点に立った取組が保健医療の政策・計画に反映され続けるか。 

- ジェンダーの視点に立った取組に保健医療予算が配分されるか。 

 

有効性（成果）やインパクト、持続性については、agency、relations、structure and systems の 3

つの側面（ステップ 2 参照）から、ジェンダーの視点に立った取組や工夫がジェンダー平等や女性の

エンパワメントの推進にどのように貢献したかを明らかにする。具体的には、agency は取組の実施に

よって女性は何ができるようになったか（女性自身の能力のみならず、女性を取り巻く外部環境の変

化も含む）、relations は取組の働きかけによって関係者や地域社会のジェンダー意識や関係性がどのよ

うに変化したか、structure and systems は取組がどのように政策や制度、実施機関の事業方針・計画

などに取り込まれたか、組織においてジェンダー平等がどう推進されたかなどを確認する。逆に、何

らかの負のインパクトがみられた際には、将来の案件形成への教訓として可能な限り事例を抽出す

る。 
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